
船舶インシデント調査報告書 

令和２年２月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 令和元年７月２２日 ０６時３１分ごろ 

発生場所 大分県津久見
つ く み

市保
ほ

戸
と

島漁港 

 保戸島港大ばそ防波堤灯台から真方位０４７°２００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０６.３′ 東経１３２°００.３′） 

インシデントの概要  旅客船ニューやま２号は、出港操船中、左舷主機のクラッチが嵌
かん

合

できなくなり、運航が阻害された。 

インシデント調査の経過 令和元年８月２９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 ニューやま２号、４３トン 

 １３１２５６、有限会社やま丸 

 ディーゼル機関２基、４サイクル、出力１,２２０kＷ（合計）、 

計画回転数毎分１,８８０、６気筒、ボア１５５mm  

 乗組員等に関する情報 船長、六級（航海） 

機関長、五級（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか１人が乗り組み、乗客９人を乗せ、 

出港操船中、左舷主機のクラッチレバーを前進位置に入れたところ、

クラッチ警報が作動してクラッチが嵌合できなくなり、左舷主機の運

転ができなくなった。 

本船は、右舷機のみで運航して津久見市津久見港に入港した。 

本船は、機関整備業者が左舷主機を点検した結果、左舷主機遠隔操

縦装置のクラッチ系統の制御基板に不具合があることが分かり、同制

御基板を新替えしたところ、クラッチが正常に作動した。 

主機遠隔操縦装置のクラッチ系統の制御基板は、平成２年１月の進

水時から交換されていなかった。 

分析  本船は、左舷主機遠隔操縦装置のクラッチ系統の制御基板が約３０

年間交換されずにいたところ、出港操船中に同制御基板に不具合が生

じたことから、左舷主機のクラッチが嵌合できなくなり、運航が阻害

されたものと推定される。 

原因  本インシデントは、本船が、左舷主機遠隔操縦装置のクラッチ系統

の制御基板が約３０年間交換されずにいたところ、出港操船中に同制

御基板に不具合が生じたため、左舷主機のクラッチが嵌合できなくな



ったことにより発生したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機遠隔操縦装置の制御基板は、１０年以上の長期にわたって使

用されている場合、新替え又は定期的に専門業者による点検を行

うことが望ましい。 

 


